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ｐ.28：火災時の緊急対応フロー 
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◆火災時の緊急対応フロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

発見者 

 

・発生の事態や状況の把握 

・近くの生徒の安全確保 

・大声で通報､火災報知器利用 

報知器で急行した教職員 

 

・管理職へ報告 

・緊急事態発生の通報 

・校内放送で状況周知 

初期消火活動 

対策本部設置 
 

・組織的対応の体制 
・対応指示 
・自らも避難 
・安全確認後連絡報告 

 
火災発生 

消防署通報：119 番 

・火事です 
・高知工業高校の住所 
・出火場所(棟名や方角) 
・現在初期消火中です(消火不可能) 
・負傷者数 
・通報者名(連絡のとれる電話番号も) 
 

管理職 
消防署への事後報告 

管理職に報告 

鎮火 

消火不可能 

初期消火の教職員避難 

緊急避難命令 
 

・出火場所 
・避難先指示 

晴天時はグラウンド 
雨天時は体育館 

生徒・教職員避難 
移動：授業中は授業担当､休み時間はホーム担任が直行 
救護：養護教諭を中心に複数の教職員で対応 
誘導：その他教員で対応 

 
避難時の注意 

・姿勢を低く､ハンカチやタオルを口と鼻に当て､煙を吸わない工夫 
・一度避難したら再び中に戻らない 
 

避難場所で安否確認 
 

・生徒と教員点呼､負傷者確認→教頭に報告 
・生徒の動揺を抑え､対策本部の指示を待つ 
・負傷者がいる場合､応急処置 
・消防到着後は消防署の指示に従う 

消防通報 


